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特定保健指導が始まります！特定保健指導が始まります！

高
齢
者
の
み
の
世
帯
の
方

▼
要
介
護
認
定
３
以
上
を
受
け
て
い
る
方

で
、
同
居
家
族
か
ら
支
援
を
受
け
ら
れ
な

い
方
（
在
宅
の
方
の
み
）

▼
身
体
障
害
者
手
帳
を
有
す
る
方
の
う
ち
、

障
が
い
の
等
級
が
１
～
２
級
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方

▼
知
的
障
が
い
や
精
神
障
が
い
が
あ
る
方

▼
難
病
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

▼
本
人
の
力
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い

妊
産
婦
や
乳
幼
児
、
日
本
語
の
理
解
が
十

分
で
は
な
い
外
国
人
の
方
な
ど

要
援
護
者
情
報
の
登
録
方
法

　
八
潮
市
災
害
時
要
援
護
者
避
難
支
援
個

別
計
画
書
兼
登
録
申
請
書
（
社
会
福
祉
課
、

長
寿
介
護
課
、
障
が
い
福
祉
課
、
市
内
公

共
施
設
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入

手
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
窓
口
ま
た

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
新
し
く
入
っ
た
両
館
所
蔵
の
図
書
の
一

部
を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

「
秘ひ

録ろ
く

島し
ま

原ば
ら

の
乱ら

ん

」

加か

藤と
う

廣ひ
ろ
し　
著

「
任に

ん

侠き
ょ
う

浴よ
く

場じ
ょ
う」

今こ
ん

野の

敏び
ん　
著

「
送お

く

り
火び

」

高た
か

橋は
し

弘ひ
ろ

希き　
著

「
焦し

ょ
う

土ど

の
刑け

い

事じ

」

堂ど
う

場ば

瞬し
ゅ
ん

一い
ち　
著

「
む
す
び
つ
き
」

畠は
た
け

中な
か

恵め
ぐ
み　
著

■
児
童
書

「
サ
ブ
キ
ャ
ラ
た
ち
の
日に

本ほ
ん

昔む
か
し

話ば
な
し」

斉さ
い

藤と
う

洋ひ
ろ
し　
作　
広ひ

ろ

瀬せ

弦げ
ん　
絵

「
ふ
た
り
は
と
っ
て
も
本ほ

ん

が
す
き
！
」

如き
さ
ら
ぎ月
か
ず
さ
作　
い
ち
か
わ
な
つ
こ
絵

「
絵え

本ほ
ん

・
名め

い

人じ
ん

伝で
ん

」

中な
か

島じ
ま

敦あ
つ
し　
原
作　
小こ

林ば
や
し

豊ゆ
た
か　
絵
・
文

「
こ
ち
ら
ム
シ
ム
シ
新し

ん

聞ぶ
ん

社し
ゃ

」

三み

輪わ

一か
ず

雄お　
作
・
絵

■
１０
月
の
上
映
会
の
日

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
７
日
㈰
・
２１
日
㈰　
午
前

１１
時
～　
▼
一
般
向
け
＝
７
日
㈰
・
１４
日

㈰
・
２８
日
㈰　
午
後
２
時
～

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１４
日
㈰
・
２８
日
㈰　
午
後

２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
１０
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館

１
日
㈪
・
９
日
㈫
・
１５
日
㈪
・
２２
日
㈪
・

２９
日
㈪

八
幡
図
書
館
特
別
整
理
休
館

２
日
㈫
～
５
日
㈮

八
條
図
書
館
特
別
整
理
休
館

１６
日
㈫
～
１９
日
㈮

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日
・
８
日
㈷

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

三
郷
市

三
郷
ハ
ワ
イ
ア
ン
フ
ェ
ス

腹
９
月
２３
日
㈷　
午
前
１０
時
～
午
後
５
時

（
雨
天
中
止
）

複
に
お
ど
り
公
園
（
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ

ス
三
郷
中
央
駅
前
）

淵
フ
ラ
ダ
ン
ス
、
ウ
ク
レ
レ
体
験
、
ハ
ワ

イ
ア
ン
フ
ー
ド
や
グ
ッ
ズ
販
売
、
ハ
ワ
イ

か
ら
の
ゲ
ス
ト
ラ
イ
ブ
な
ど

物
三
郷
ハ
ワ
イ
ア
ン
フ
ェ
ス
運
営
委
員
会

☎
０９０
・
７
８
３
２
・
７
５
３
８

松
伏
町

ま
つ
ぶ
し
町
民
ま
つ
り
２
０
１
８

腹
１０
月
２１
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

３０
分

複
松
伏
記
念
公
園
ほ
か

淵
宮
城
県
亘わ

た

理り

郡ぐ
ん

山や
ま

元も
と

町ち
ょ
うり
ん
ご
な
ど
の

販
売
ブ
ー
ス
、
ま
つ
ぶ
し
〇
×
ク
イ
ズ
２

０
１
８
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
、
物
産

コ
ー
ナ
ー
な
ど

物
ま
つ
ぶ
し
町
民
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事

務
局
（
松
伏
町
役
場
環
境
経
済
課
内
）
☎

９９１
・
１
８
５
４越

谷
市

市
制
６０
周
年
・
平
和
都
市
宣
言
１０
周
年
記

念　
平
和
祈
念
展
ｉｎ
越
谷

腹
９
月
２５
日
㈫
～
３０
日
㈰　
午
前
９
時
３０

分
～
午
後
５
時

複
越
谷
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
展
示
ホ

ー
ル

淵
兵
士
・
戦
後
強
制
抑
留
者
・
海
外
か
ら

の
引
揚
者
の
実
物
資
料
展
示
な
ど

沸
無
料

物
総
務
課
☎
９６３
・
９
１
４
０

草
加
市

第
１６
回
草
加
宿
場
ま
つ
り

腹
９
月
３０
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
５
時

複
旧
日
光
街
道
沿
い
周
辺

淵
大
名
行
列
や
子
ど
も
パ
レ
ー
ド
を
軸
に

お
神み

こ
し輿
、
模
擬
店
や
街
道
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
な
ど

物
み
ん
な
で
ま
ち
づ
く
り
課
☎
９２２
・
０
７

９
６

吉
川
市

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
フ
レ
ン
ド
シ
ッ
プ

パ
ー
テ
ィ
ー

腹
９
月
２３
日
㈷　
午
前
１１
時
～
午
後
２
時

（
料
理
の
提
供=

正
午
～
）

複
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

淵
外
国
料
理
の
屋
台
で
の
提
供
（
１
品
１００

円
）
や
日
本
語
ス
ピ
ー
チ
、
外
国
の
民
族

舞
踊
な
ど

物
市
民
参
加
推
進
課
☎
９８２
・
９
６
８
５

　
市
で
は
、
災
害
時
の
安
否
確
認
や
避
難

誘
導
な
ど
の
支
援
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
行

う
た
め
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
が
で
き

ず
、
支
援
を
必
要
と
す
る
方
を
対
象
に
災

害
時
要
援
護
者
名
簿
へ
の
登
録
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

　
こ
の
名
簿
は
、
市
の
関
係
部
署
、
消
防

署
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
、
草
加
警
察
署
、
居
住
す
る
地

域
の
町
会
・
自
治
会
、
自
主
防
災
組
織
、

民
生
委
員
・
児
童
委
員
な
ど
に
提
供
し
、

災
害
時
の
安
否
確
認
や
避
難
支
援
な
ど
に

役
立
て
ま
す
。

要
援
護
者
と
は

　
本
人
や
家
族
の
力
だ
け
で
避
難
が
難
し

い
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
健
康
に
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
で
、
６５

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
お
よ
び

は
郵
送
で
社
会
福
祉
課
へ

※
申
請
書
の
入
手
や
届
け
出
が
困
難
な
場

合
は
社
会
福
祉
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
支
援
に
必
要
な
個
人
情
報
を
避
難
支
援

者
に
提
供
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
、
登
録
情
報
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
は
、
届
け
出
が
必
要
で
す
。

登
録
す
る
皆
さ
ん
へ
の
お
願
い

▼
日
頃
か
ら
地
域
の
方
と
の
交
流
を
深
め
、

ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要
か
話
し
合
っ
て

く
だ
さ
い
。

▼
防
災
訓
練
な
ど
に
積
極
的
に
参
加
し
、

避
難
経
路
や
危
険
箇
所
、
避
難
所
な
ど
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
常
生
活
で
必
要
と
な
る
物
を
い
つ
で

も
持
ち
出
せ
る
よ
う
に
準
備
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
町
会
・
自
治
会
に
加
入
し
て
い
な
い
方

は
、
積
極
的
に
加
入
し
て
く
だ
さ
い
。

物
社
会
福
祉
課
☎
焚
３
１
６

ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

災
害
時
要
援
護
者
の
登
録

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

事例

　高校１年生の息子が、知人を恐
きょう

喝
かつ

したとして警察に逮捕されてし
まいました。息子は少年院に行くのでしょうか？
解決策と注意点

　必ずしも少年院に行くわけではありません。
　まず、今後の手続きの流れについて説明します。警察署で逮捕さ
れた後、裁判所が１０日間の身柄拘束（勾

こう

留
りゅう

）を認める可能性があり
ます。勾留された場合、通常、１０日目の段階で、家庭裁判所に事件
が送られます（例外的に勾留期間が延長されることもあります）。
家庭裁判所では、まず息子さんを少年鑑別所に入所させるか否かを
判断します。
　少年鑑別所は、少年院とは異なります。少年鑑別所は、息子さん
の処分を決めるために、息子さんの性格や反省の程度などを調査す
る機関です。入所期間は、通常４週間です。
　そして、少年鑑別所に入所すると、入所から４週間以内に、息子
さんの処分を決める少年審判が開かれます（なお、勾留されなかっ
た場合や少年鑑別所に入所しなかった場合にも、通常、少年審判は
開かれます）。
　処分の種類は主に３つです。①少年院への入所、②保護観察（自
宅に戻ってよいが、保

ほ

護
ご

司
し

の面接を定期的に受ける）、③処分なし（不
処分）です。
　仮に息子さんが恐喝をしている場合には、被害者に対して被害弁
償をしているのか、反省をしているのか、家庭環境に問題ないか、
高校に復帰できるのか、以前にも非行行為をしていないかなどを総
合考慮して処分が決まります。したがって、実際に恐喝をしていて
も、上記観点を踏まえてしっかり対応をしていけば、少年院に行か
ない可能性があります。
　また、息子さんが恐喝をしていないと述べている場合には、証拠
などを踏まえながら、事実関係を争うことになります。
　高校生の場合、身柄拘束されてしまうと退学の可能性もあるので、
すぐに弁護士に相談をして対応を決めた方が良いです。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　川原祐介（弁護士）

物国保年金課☎焚８２５

『もし、自分の子どもが逮捕されてしまったら？』

　八潮市国民健康保険に加入している方のうち、特定健診の結果、
生活習慣病のリスクがあるとされた対象者へ、特定保健指導の通
知を発送します。

特定保健指導は…
①利用料は無料です
②ご自宅に指導員が伺います
　（市内公共施設での実施も可能です）

専門家による指導で、生活習慣を改善
するチャンスです！
通知が来たら、ぜひご利用ください！
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